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新幹線車掌業務見直しに関する団体交渉開催の申し入れ

新幹線鉄道事業本部および関西支社は、昨年 12 月 21 日、業務委員会におい

て「新幹線車内業務の見直し」について新幹線地本及び新幹線関西地本に説明

した。会社の説明は、「業務体制の見直し」、「車掌とパーサーの基準乗り組み数

の見直し」ついて行なわれているが、これはまさに労働条件の改訂に関するこ

とであり、団体交渉の開催が必要であると考える。

しかし本社から本部に対して団体交渉の開催はおろか、説明すら未だ全くな

されていない。これは明らかに労使協議の形骸化であり不当労働行為と言わざ

るを得ない。

従って下記の通り申し入れるので早急に団体交渉を開催すること。

記

１．車掌業務の見直しについて、本社は早急に団体交渉を開催し本部に説明を

行うこと。

以上


